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この度、農林水産省より飼養衛生管理点検シールが配布されましたので、

牛を飼養している皆さんに配布します。シールを飼養場所の目の付く場所

に貼り、毎日指差し点検を実施し伝染病の侵入防止に努めてください。 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

口蹄疫対策を再確認し、病原体の侵入を防ぎましょう。 

 飼養衛生管理基準の遵守 

 飼養牛の異状の早期発見・通報 

 畜舎に出入りする際の手指及び靴の消毒、衣服交換 

 農場に出入りする車両の消毒 

 野鳥・野生動物の侵入防止対策の点検 

中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 

村山地域家畜畜産物衛生指導協会 

〒990-2161 山形市漆山 736 番地 

Tel  023-686-4410（夜間・休日共通） 

Fax  023-686-5715 

異常が認められた場合は速やかに家畜保健衛生所まで！ 

中央家畜保健衛生所 023-686-4410 （休日・夜間共通） 

飼養衛生管理点検シールを貼り、

毎日指差し点検しましょう！！ 

 

 

 

【口蹄疫の特定症状】 

① 39.0℃以上の発熱及び泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の

大幅な低下又は泌乳停止があり、かつその口腔内、口唇、鼻腔

内、鼻部、蹄部、乳頭または乳房(以下「口腔内等」)に水疱、

びらん、潰瘍又は瘢痕（外傷によるものを除く。以下「水疱等」）

があること。 

②同一の畜房内（畜房内に 1頭飼いの場合は畜舎内）で、複数の家

畜の口腔内等に水疱等があること。 

③同一の畜房内（畜房内に 1頭飼いの場合は畜舎内）で、半数以上

の哺乳畜が当日及びその前日の２日間に死亡すること。 

 
 



飼養衛生管理基準点検シール 

このシールを農場の目の付く場所に貼り、毎日指差し点検を実施しましょう！！ 
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